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特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
関
す
る
質
問
主
意
書

市
民
、
民
間
の
自
発
的
意
思
に
よ
り
社
会
的
な
公
益
活
動
を
行
う
民
間
非
営
利
組
織
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
に
対
す
る
期
待
が
高
ま
っ

て
い
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
、
福
祉
、
環
境
、
街
づ
く
り
、
国
際
貢
献
な
ど
様
々
な
分
野
で
活
躍
し
、
政
府
を
は
じ
め
、
地
方
自
治

体
、
民
間
企
業
な
ど
で
も
「
新
し
い
公
共
の
担
い
手
」
と
し
て
施
策
に
組
み
入
れ
、
そ
の
活
用
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
平
成
十

年
十
二
月
の
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
）
の
施
行
以
来
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
）
は
す
で
に
一

万
法
人
を
超
え
て
い
る
と
い
わ
れ
、
市
民
の
社
会
参
加
に
も
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
暴
力
団

排
除
の
実
効
性
確
保
等
を
盛
り
込
ん
だ
改
正
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
施
行
（
平
成
十
五
年
五
月
）
後
も
、
今
年
に
入
っ
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
隠

れ
み
の
に
し
た
企
業
恐
喝
事
件
が
摘
発
さ
れ
る
な
ど
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
め
ぐ
る
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
最
新
の
法
人
数
を
示
さ
れ
た
い
。

二

全
国
農
業
新
聞
（
本
年
四
月
二
十
三
日
付
け
一
面
）
は
、
千
葉
県
内
で
の
実
例
を
あ
げ
て
「
産
廃
業
者
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を

悪
用
し
、
農
地
を
ご
み
捨
て
場
と
し
て
狙
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
な
企
業
恐
喝
事

件
な
ど
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
悪
用
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の
か
。
把
握
し
て
い
れ
ば
そ
の
内
容

一



を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
把
握
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
今
後
調
査
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
方
針
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
、
官
僚
な
ど
の
新
た
な
天
下
り
先
に
な
っ
て
い
る
」
と
の
批
判
が
あ
る
。
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

ま
た
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
へ
の
、
政
府
職
員
の
い
わ
ゆ
る
「
天
下
り
」
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
退
職
前
の
所
属
官
庁
、
役
職
、
氏

名
、
天
下
り
先
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
名
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

政
府
の
平
成
十
六
年
度
予
算
の
う
ち
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
関
連
予
算
の
総
額
な
ら
び
に
、
省
庁
ご
と
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
関
連
予
算
の
額
、
な

ら
び
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
対
象
と
し
て
直
接
支
出
さ
れ
る
補
助
金
、
助
成
金
に
つ
い
て
そ
の
総
額
と
、
事
業
ご
と
の
予
算
額
を

示
さ
れ
た
い
。
そ
の
上
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
関
連
予
算
付
け
に
つ
い
て
、
政
府
の
考
え
方
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


